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新型コロナウイルス感染症にかかる学校教育活動に関するガイドラインの一部改訂について（お知らせ） 

 

  平素より、本市教育にご理解、ご協力を賜りありがとうございます。 

現在、新型コロナウイルスの新規感染者数が減少する傾向はなく、多くの地域において感染拡大が継続し

ています。さらに、夏季休業明けに新規感染者数の更なる増加の継続も懸念されます。 

こうした状況を受け、奈良県教育委員会より「新型コロナウイルス感染症にかかる学校教育活動に関する

ガイドライン」の一部改訂の通知がありました。本市におきましても、下記の２点につきまして見直しを行いま

したのでお知らせします。 

市内各学校園では、感染防止対策の一層の徹底に努めてまいりますが、ご家庭におかれましても、引き続

きご理解、ご協力をお願いします。 

 

記 

Ⅰ 健康観察カードによる報告について 

   

 

 

 

 

 

 

 

※新しいガイドラインでは「健康観察カード」による報告の必要はありません。ただし、児童生徒等の実態も 

踏まえ「健康観察カード」の取り扱いにつきましては、各学校の判断としております。 

また、ご家庭におかれましては、健康観察カードの有無に関わらず、毎朝の検温・健康観察の実施のご協 

力をよろしくお願いいたします。 

 

Ⅱ 臨時休業の措置について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【改訂】 

２ 学校教育活動における感染症対策等 

（１）感染症の予防に関すること 

 （家庭における検温や健康観察の要請） 

 ・各家庭において、毎朝の検温や風邪症状の有無等の確認を行い、発熱や倦怠感、喉の違和感等の風 

邪症状があり、普段と体調が少しでも異なる場合には登校を控え、事前に電話相談をした上で、できる

だけ、かかりつけ医及び発熱外来認定医療機関を受診するようにして下さい。 

  

 

【改訂】 

３ 感染が広がった場合における対応等 

（５）臨時休業に関すること 

 ・学校で家庭内感染ではない感染者が発生したときなど、学校内で感染が広がっている可能性が考えら

れる場合には、当該感染者等を出席停止とするとともに、学校医等と相談し、学校からの報告を基に設

置者が判断します。 

【学級閉鎖】 

 ・以下のいずれかの状況に該当し、かつ、学級内で感染が広がっている可能性が高い場合、学級閉鎖の

実施を検討します。 

① 同一の学級において感染経路が同一と思われる複数の児童生徒等の感染が判明した場合 

② 同一の学級において感染が確認された児童生徒等が１名であっても、周囲に未診断の風邪等の症

状を有する児童生徒等が複数いる場合 

③ その他、設置者が必要と判断した場合 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※学級閉鎖の基準については、従来通りです。複数の感染者がいても、感染経路を確認し、明らかに感染の

広がりがないと判断した場合は、学級閉鎖は必ずしも行うものではありません。 

※学年閉鎖、学校全体の臨時休業について、複数学級、複数学年の閉鎖があっても、明らかに感染の広がり

がないと判断できる場合においては、必ずしも学年閉鎖、学校全体の臨時休業を行うものではありませ

ん。 

 

 

○原則的に以上のような対応になります。 感染の拡大状況、児童生徒等への影響等を踏まえて適宜検討し

ます。 臨時休業等の措置については、その都度、可能な限り早く、各家庭に連絡しますので、学校情報メー

ルの登録等をよろしくお願いします。 

 

○個人情報保護の観点から、感染した幼児・児童・生徒、教職員やその家族について、個人情報が特定され 

ることのないよう、ご協力をお願いします。 

 

○学校・園では、今後一層、マスク着用の指導、手洗い・消毒の励行、三密の回避、教室の換気等に努めてま

いりますので、ご家庭におかれましても、引き続き、毎朝の検温等による体調管理、うがい、手洗いの励行、 

外出時のマスク着用等、感染症防止対策に取り組んでいただきますよう、よろしくお願いします。 

 

○小中学校では、休業期間中オンラインによる授業や健康観察を実施します。低学年ではタブレットの操作

が困難な場合もありますので、詳細については各学校からの連絡をご確認ください。 

（※ただし、感染可能期間に学校に来ていない児童生徒等の発症は除きます。） 

（※なお、保健所等による濃厚接触者の特定が行われる学校においては、感染が確認された児童生徒

等１名に加えて、複数の濃厚接触者が存在する場合についても、学級閉鎖を実施することもありま

す。） 

 ・学級閉鎖の期間としては、５日程度（土日祝日を含む。）を目安に、感染の把握状況、感染の拡大状況、

児童生徒等への影響等を踏まえて判断します。 

ただし、上記において未診断の風邪等の症状を有する児童生徒等や濃厚接触者の検査の陰性が確認

できた場合等には、当該期間を短縮するなど、柔軟な対応を行うことがあります。 

 

【学年閉鎖】 

 ・複数の学級を閉鎖し、かつ、学年内で感染が広がっている可能性が高い場合、学年閉鎖の実施を検討

します。 

 

【学校全体の臨時休業】 

 ・複数の学年を閉鎖し、かつ、学校内で感染が広がっている可能性が高い場合、学校全体の臨時休業の

実施を検討します。 


